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特定技術基準対象施設に関する報告の徴収及び立入検査等のガイドライン（令和 5年 3月）新旧表 

 

頁 行/図表番号 旧 新 

8 
【解説】  

2 行目 

報告の徴収は、特定技術基準対象施設の概要や、点検の実施時期及び評価結果等の事項について、

「３．報告の徴収様式」に示す様式で実施することを標準とする。 

 

報告の徴収は、特定技術基準対象施設の概要や、点検の実施時期及び評価結果等の事項について、

「３．報告の徴収様式」に示す項目を維持管理情報データベースに入力することで実施することを基

本とする。 

 

8 
【解説】  

9 行目 

「報告の徴収様式」は、これら法令で規定されている事項が確実に実施されているかを簡易に把握

することを目的に作成している。なお、港湾法第 56 条の 2の 22 に基づき、国土交通大臣が港湾管理

者に対して、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関して報告を求める場合についても、この様

式を用いることとしている。 

報告の徴収は、「４．その他様式集」を参考に書面にて行うこととするが、「３．報告の徴収様式」

については、電子データにより報告を受けると効率的である。 

国土交通省港湾局では、「特定技術基準対象施設の維持管理について（平成 26 年 7月 国港技第 24

号）」において、報告様式の電子データを配布することとしており、これを利用することにより、円滑

に報告を徴収できる。 

なお、本様式で、維持管理状況が把握し難い場合等は、必要に応じて、別途報告を求める項目を定め、

報告を徴収することを妨げるものではない。 

 

 

「３．報告の徴収様式」に示す項目は、これら法令で規定されている事項が確実に実施されている

かを簡易に把握することを目的に設定している。なお、港湾法第 56 条の 2の 22 に基づき、国土交通

大臣が港湾管理者に対して、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関して報告を求める場合につ

いては、維持管理情報データベースの情報更新をもってその報告に代えることができる。 

報告を受ける際に打合せが必要な場合は、オンライン会議システム等を積極的に活用し、効率的な

業務の遂行に努めることとする。 

なお、本様式に示す項目で、維持管理状況が把握し難い場合等は、必要に応じて、別途報告を求め

る項目を定め、報告を徴収することを妨げるものではない。 

 

 

9 
【解説】  

2 行目 

港湾管理者が民間事業者等から報告を徴収する際には、対象とする民間事業者等に対して、報告の徴

収の対象とする施設、報告の項目（維持管理計画の有無、点検診断計画の有無、点検の実施状況等）、

報告の期限を明示した書面を事前に通知する。 

 

港湾管理者が民間事業者等から報告を徴収する際には、対象とする民間事業者等に対して、報告の

徴収の対象とする施設、報告の項目（維持管理計画の有無、点検診断計画の有無、点検の実施状況等）、

報告の期限を明示し事前に通知する。通知は「４．その他様式集」を参考に電子データで行うことを

基本とする。 

 

10 
【解説】  

4 行目 

立入検査については、法目的を踏まえ、維持管理に関する書類等の書面検査、目視等による現場検

査等を、必要な範囲内で重点的に実施する。 

 

立入検査については、法目的を踏まえ、維持管理に関する書類等の書面検査、目視等による現場検

査等を、必要な範囲内で重点的に実施する。なお、目視等による現場検査等にあたっては、新技術等

の積極的な活用による効率化等について考慮することが望ましい。例えば、ドローン等により目視と

同等に変状の把握ができ、劣化状況等の確認ができると立入検査を実施する者が判断する新技術等に

よる検査の場合は、それを目視等による現場検査等としてみなすことができる。 

 

10 
【解説】  

18 行目 
立入検査の結果の通知は、原則として書面で行う。 立入検査の結果の通知は、電子データにより行うことを基本とする。 

11 
【解説】  

11 行目 

 

 

徴収した報告及び立入検査の結果を踏まえ、当該施設が技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災

害により損壊した場合に船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合であって、

自主的な改善がなされる見込みがないと判断された場合等にあっては、書面により、必要な措置をと

るべきことを勧告することを検討する。 

 

(2)について 

勧告を受けた者が、勧告に係る措置をとらなかったときは、その理由を徴収し、正当な理由と認められない場

合は、書面で勧告に係る措置の命令を行うことを検討する。 

 

徴収した報告及び立入検査の結果を踏まえ、当該施設が技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災

害により損壊した場合に船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合であって、

自主的な改善がなされる見込みがないと判断された場合等にあっては、必要な措置をとるべきことを

勧告することを検討する。勧告は「４．その他様式集」を参考に電子データにより行うことを基本と

する。 

 

(2)について 

勧告を受けた者が、勧告に係る措置をとらなかったときは、その理由を徴収し、正当な理由と認め

られない場合は、勧告に係る措置の命令を行うことを検討する。勧告に係る措置命令は「４．その他

様式集」を参考に電子データにより行うことを基本とする。 
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頁 行/図表番号 旧 新 

12 表-2.1 

  

14 表-2.3 

  

15 表-2.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）報告の徴収の事前準備及び通知 

・港湾管理者が管理する港湾において、特定技術基準対象

施設を管理する民間事業者等の住所、氏名等の確認を行

う。 

・報告の徴収を行う民間事業者等に、対象施設、報告項

目、報告期限、その他の必要な事項を明示した書面（様

式 4.1）にて通知する。 

・報告の期限については、民間事業者等に過度の負担にな

らないよう、配慮する。 

 

（２）報告の徴収の実施 

・報告は、民間事業者等から、書面（様式 4.2）にて徴収

する。 

・「3．報告の徴収様式」については、電子データにより報

告を受けると効率的である。 

 

報告の徴収の事前準備及び通知 

報告の徴収の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）報告の徴収の事前準備及び通知 

・港湾管理者が管理する港湾において、特定技術基準対象

施設を管理する民間事業者等の住所、氏名等の確認を行

う。 

・報告の徴収を行う民間事業者等に、対象施設、報告項

目、報告期限、その他の必要な事項を明示し様式 4.1 に

て通知する。通知は電子データで行うことを基本とす

る。 

・報告の期限については、民間事業者等に過度の負担にな

らないよう、配慮する。 

 

（２）報告の徴収の実施 

・報告は、民間事業者等から様式 4.2 にて徴収する。 

・報告の徴収については、維持管理情報データベースに入

力することで実施することを基本とする。 

 

報告の徴収の事前準備及び通知 

報告の徴収の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）立入検査結果の通知 

・立入検査の結果の通知は原則として書面で行う。 

・維持管理状況に不適切な事項が認められる場合は、不適

切な事項と判断した理由を付して、民間事業者等に通知

する。 

・結果の通知にあわせて、不適切な事項に対する民間事業

者等の具体的な対応方針について、報告の徴収を行う

等、適切に対応する。 

 

立入検査結果の通知  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）立入検査結果の通知 

・立入検査の結果の通知は電子データで行うことを基本と 

する。 

・維持管理状況に不適切な事項が認められる場合は、不適切

な事項と判断した理由を付して、民間事業者等に通知す

る。 

・結果の通知にあわせて、不適切な事項に対する民間事業

者等の具体的な対応方針について、報告の徴収を行う

立入検査結果の通知 

実施手順 実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）勧告・命令 

・徴収した報告及び立入検査の結果を踏まえ、当該施設が

技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により損壊

した場合に船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあ

ると認められる場合であって、自主的な改善がなされる

見込みがないと判断された場合等にあっては、書面によ

り、必要な措置をとるべきことを勧告（様式 4.3）する

ことを検討する。 

・勧告を受けた者が、勧告に係る措置をとらなかったとき

は、その理由を徴収し、正当な理由と認められない場合

は、書面で勧告に係る措置の命令（様式 4.4）を行うこ

とを検討する。 

 

勧告・命令 

実施手順 実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）勧告・命令 

・徴収した報告及び立入検査の結果を踏まえ、当該施設が

技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により損壊

した場合に船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあ

ると認められる場合であって、自主的な改善がなされる

見込みがないと判断された場合等にあっては、必要な措

置をとるべきことを勧告（様式 4.3）することを検討す

る。勧告は電子データで行うことを基本とする。 

・勧告を受けた者が、勧告に係る措置をとらなかったとき

は、その理由を徴収し、正当な理由と認められない場合

は、勧告に係る措置の命令（様式 4.4）を行うことを検

討する。勧告に係る措置の命令は電子データで行うこと

を基本とする。 

 

勧告・命令 
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頁 行/図表番号 旧 新 

16 表-3.1 

  

開始年度
終了年度

総額
補助金額

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

評価

評価

建設開始及び終了年度

事業費（千円）

設計計算書、工事完成図書の有無

対応の有無
対応の種類

初回点検診断

実施時期

日常点検
実施の有無
点検方法

策定時期又は策定予定時期

都道府県名

点検診断計画の有無
施設区分
一般定期点検頻度（年）
詳細定期点検頻度（年）

機能保有延長（ｍ）
天端高（ｍ）
消波工延長（ｍ）

備考（全角100文字以内）
維持管理計画の有無

種類
構造形式
主要用材
建設延長（ｍ）

施設名称
管理者区分
管理者名
設置者区分
設置者名

履歴（前々回）
実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

補修工事関連

補修予定費用（千円）

履歴（前回）
実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

対応の有無
対応の種類

実施時期

港湾名
施設コード
施設番号
追番

予定している補修内容
補修予定

次回予定

一般定期点検診断

詳細定期点検診断

点検診断関連

実施予定時期

対応の有無
対応の種類

次回予定

実施時期

評価

内容

補修工事関連
維持補修工事実施期間

補修･改良工法

新技術の活用
維持補修工事の概要

履歴（前回）

実施予定時期（西暦）
補修予定 予定している補修内容

補修予定費用（千円）

補修工事内容

補修費用（千円）

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

一般定期点検診断
点検方法

施設の性能低下度

点検実施日（西暦、月日）

点検実施日（西暦、月日）

詳細定期点検診断

対応の種類
対応の処理状況

対応の種類
対応の処理状況

詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無
ライフサイクルコスト算定の有無

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断
点検方法

点検方法
施設の性能低下度

【点検診断】

点検実施日（西暦、月日）

一般定期点検頻度（年）

整備期間
適用技術基準
延長
備考
港湾計画への位置づけ
策定時期又は策定予定時期
施設管理委託時期

点検診断施設区分
初回点検診断実施の有無
日常点検頻度

耐震強化施設

消波工延長（ｍ）
建設開始年度
建設終了年度
事業費-総額（千円）
事業費-補助金額（千円）
備考

【維持管理区分一覧】
区分名称
構造形式

天端高（ｍ）

設置者区分
設置者名
施設区分
特定技術基準対象施設
予防保全計画掲載対象施設

【施設諸元情報】
 種類
構造形式
主要用材

延長-建設延長（ｍ）
延長-機能保有延長（ｍ）

管理者名

項目

【施設基本情報】
都道府県
施設ID
港湾名
港格

施設番号
施設名称
管理者区分

地区名
施設種類
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頁 行/図表番号 旧 新 

17 表-3.2 

  

開始年度
終了年度

総額
補助金額

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

補修工事関連

補修予定
実施予定時期

予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）
実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

履歴（前々回）

対応の有無
対応の種類

次回予定

詳細定期点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

次回予定

施設区分
一般定期点検頻度（年）
詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

一般定期点検診断

実施時期

評価

点検診断計画の有無

主要用材
ゲート形式
長さ（ｍ）
幅（ｍ）
水深（ｍ）

建設開始及び終了年度

事業費（千円）

備考
維持管理計画の有無

策定時期又は策定予定時期

構造形式

都道府県名
港湾名
施設コード
施設番号
追番
施設名称
管理者区分
管理者名
設置者区分
設置者名
種類

内容

補修工事関連

補修予定
実施予定時期（西暦）
予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）

維持補修工事実施期間
補修工事内容
補修･改良工法
補修費用（千円）
新技術の活用

維持補修工事の概要

詳細定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

点検方法
施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無
ライフサイクルコスト算定の有無

【点検診断】

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

一般定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）

一般定期点検頻度（年）

整備期間
適用技術基準
延長
備考
港湾計画への位置づけ
策定時期又は策定予定時期
施設管理委託時期

点検診断施設区分
初回点検診断実施の有無
日常点検頻度

耐震強化施設

水深（ｍ）
建設開始年度
建設終了年度
事業費-総額（千円）
事業費-補助金額（千円）
備考

【維持管理区分一覧】
区分名称
構造形式

幅（ｍ）

設置者区分
設置者名
施設区分
特定技術基準対象施設
予防保全計画掲載対象施設

【施設諸元情報】
構造形式
主要用材
ゲート形式
長さ（ｍ）

管理者名

項目

【施設基本情報】
都道府県
施設ID
港湾名
港格

施設番号
施設名称
管理者区分

地区名
施設種類
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頁 行/図表番号 旧 新 

18 表-3.3 

  

取付部を除く
取付部を含む

計画上
現在

渫
基数

名称
個

基数
幅員（ｍ）

船型（D/W）
船席数

開始年度
終了年度

総額
補助金額

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

水深（ｍ）

天端高（ｍ）
主要用材
耐重力（t/m2）

補修工事関連

補修予定
実施予定時期

予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）

照明設備（基）

階段等（個）

救命設備

車両昇降用設備

対象船舶

車止め（ｍ）

補修費用（千円）

履歴（前々回）

詳細定期点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

次回予定

実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

対応の有無
対応の種類

次回予定

実施時期

主な補修工事

施設区分
一般定期点検頻度（年）
詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

一般定期点検診断

実施時期

評価

点検診断計画の有無

形態

施設の幅（ｍ）

建設開始及び終了年度

主要利用船舶の種類
主要取扱貨物名

係船柱

防げん材（基）

事業費（千円）

備考
維持管理計画の有無

策定時期又は策定予定時期

延長（ｍ）

エプロン幅（ｍ）
面積（ｍ2）

構造形式

都道府県名
港湾名
施設コード
施設番号
追番
施設名称
管理者区分
管理者名
設置者区分
設置者名
種類

内容

耐重力（t/m2）
主要利用船舶の種類
主要取扱貨物名

付帯設備-防げん材（基）
付帯設備-照明設備（基）
付帯設備-階段等（基）

付帯設備-車止め（ｍ）

地区名
施設種類

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類

付帯設備-係船柱（ｔ）
付帯設備-係船柱（基）

付帯設備-救命胴衣（名称）
付帯設備-救命胴衣（個）

付帯設備-車両乗降設備-基数
付帯設備-車両乗降設備-幅員（ｍ）
対象船舶-船型（D/W）
対象船舶-船席数

新技術の活用
維持補修工事の概要

補修工事関連

補修予定
実施予定時期（西暦）
予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）

維持補修工事実施期間
補修工事内容
補修･改良工法
補修費用（千円）

詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無
ライフサイクルコスト算定の有無

【点検診断】

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

点検実施日（西暦、月日）

対応の処理状況

点検方法
施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

一般定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

詳細定期点検診断

施設管理委託時期

点検診断施設区分
初回点検診断実施の有無
日常点検頻度
一般定期点検頻度（年）

整備期間
適用技術基準
延長
備考
港湾計画への位置づけ
策定時期又は策定予定時期

【維持管理区分一覧】
区分名称
構造形式
耐震強化施設

位置情報-緯度

建設開始年度
建設終了年度
事業費-総額（千円）
事業費-補助金額（千円）
備考

位置情報-経度

構造形式
主要用材

延長-取付部を除く延長（ｍ）
延長-取付部を含む延長（ｍ）

天端高（ｍ）

形態

施設の幅（ｍ）
エプロン幅（ｍ）
面積（ｍ2）
水深-計画上の水深（ｍ）
水深-現在の水深（ｍ）

特定技術基準対象施設
予防保全計画掲載対象施設

【施設諸元情報】

港格

施設番号
施設名称
管理者区分
管理者名

項目

【施設基本情報】
都道府県
施設ID
港湾名

設置者区分
設置者名
施設区分
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頁 行/図表番号 旧 新 

19 表-3.4 

  

※道路のみ
※道路のみ
※鉄道のみ

※道路のみ
開始年度
終了年度

総額
補助金額

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

車線数（ｍ）

舗装形態

単線･複線

補修工事関連

補修予定
実施予定時期

予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）
実施時期

主な補修工事

対応の有無
対応の種類

次回予定

補修費用（千円）

履歴（前々回）

詳細定期点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

次回予定

実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

施設区分
一般定期点検頻度（年）
詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

一般定期点検診断

実施時期

評価

点検診断計画の有無

延長（ｍ）

建設開始及び終了年度

管理者区分
管理者名
設置者区分
設置者名

道路・鉄道区分
構造形式

事業費（千円）

備考
維持管理計画の有無

策定時期又は策定予定時期

桁下高（ｍ）

車道幅員（ｍ）

施設名称

都道府県名
港湾名
施設コード
施設番号
追番

内容

桁下高（ｍ）

新技術の活用
維持補修工事の概要

補修工事関連

補修予定
実施予定時期（西暦）
予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）

維持補修工事実施期間
補修工事内容
補修･改良工法

詳細定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

点検方法
施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

補修費用（千円）

詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無
ライフサイクルコスト算定の有無

【点検診断】

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

一般定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）

一般定期点検頻度（年）

整備期間
適用技術基準
延長
備考
港湾計画への位置づけ
策定時期又は策定予定時期
施設管理委託時期

点検診断施設区分
初回点検診断実施の有無
日常点検頻度

耐震強化施設

舗装形態　※道路のみ
建設開始年度
建設終了年度
事業費-総額（千円）
事業費-補助金額（千円）
備考

【維持管理区分一覧】
区分名称
構造形式

単線･複線　※鉄道のみ

設置者区分
設置者名
施設区分
特定技術基準対象施設
予防保全計画掲載対象施設

【施設諸元情報】
道路･鉄道
構造形式
延長（ｍ）
車道幅員（ｍ）　※道路のみ
車線数（ｍ）　※道路のみ

管理者名

項目

【施設基本情報】
都道府県

施設ID
港湾名
港格

施設番号
施設名称
管理者区分

地区名
施設種類
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頁 行/図表番号 旧 新 

20 表-3.5 

  

※道路のみ
※道路のみ
※鉄道のみ

※道路のみ
開始年度
終了年度

総額
補助金額

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

補修工事関連

補修予定
実施予定時期

予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）
実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

履歴（前々回）

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

次回予定

点検診断計画の有無
施設区分
一般定期点検頻度（年）
詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

一般定期点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

次回予定

詳細定期点検診断

策定時期又は策定予定時期

延長（ｍ）
車道幅員（ｍ）
車線数（ｍ）
単線･複線
制限高（ｍ）
舗装形態

建設開始及び終了年度

事業費（千円）

備考（全角100文字以内）
維持管理計画の有無

構造形式

都道府県名
港湾名
施設コード
施設番号
追番
施設名称
管理者区分
管理者名
設置者区分
設置者名
道路・鉄道

内容

補修工事関連

補修予定
実施予定時期（西暦）
予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）

維持補修工事実施期間
補修工事内容
補修･改良工法
補修費用（千円）
新技術の活用

維持補修工事の概要

対応の種類
対応の処理状況

一般定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類

一般定期点検頻度（年）
詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無
ライフサイクルコスト算定の有無

【点検診断】

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

対応の処理状況

詳細定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

日常点検頻度

耐震強化施設
整備期間
適用技術基準
延長
備考
港湾計画への位置づけ
策定時期又は策定予定時期
施設管理委託時期

点検診断施設区分
初回点検診断実施の有無

構造形式

制限高（ｍ）
舗装形態　※道路のみ
建設開始年度
建設終了年度
事業費-総額（千円）
事業費-補助金額（千円）
備考

【維持管理区分一覧】
区分名称

単線･複線　※鉄道のみ

設置者区分
設置者名
施設区分
特定技術基準対象施設
予防保全計画掲載対象施設

【施設諸元情報】
道路･鉄道
構造形式
延長（ｍ）
車道幅員（ｍ）　※道路のみ
車線数（ｍ）　※道路のみ

管理者名

項目

【施設基本情報】
都道府県

施設ID
港湾名
港格

施設番号
施設名称
管理者区分

地区名
施設種類
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21 表-3.6 

 
 

開始年度
終了年度

総額

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

補修費用（千円）

取得年度
事業費（千円）

補修工事関連

補修予定
実施予定時期

予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）
実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

履歴（前々回）

詳細定期点検診断
対応の有無
対応の種類

次回予定

実施時期

主な補修工事

対応の有無
対応の種類

次回予定

実施時期

評価

施設区分
一般定期点検頻度（年）
詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

一般定期点検診断

実施時期

評価

備考
維持管理計画の有無

策定時期又は策定予定時期

点検診断計画の有無

吊り上げ加重（ｔ）
1時間あたりの能力（t/時間）
荷姿名
主要取扱貨物名

建設開始及び終了年度

係留施設名

都道府県名
港湾名
施設コード
施設番号
追番
施設名称
管理者区分
管理者名
設置者区分
設置者名
種類

内容

補修工事関連

補修予定
実施予定時期（西暦）
予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）

維持補修工事実施期間
補修工事内容
補修･改良工法
補修費用（千円）
新技術の活用

維持補修工事の概要

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

詳細定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無

【点検診断】

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

一般定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

一般定期点検頻度（年）

整備期間
適用技術基準
延長
備考
港湾計画への位置づけ
策定時期又は策定予定時期
施設管理委託時期

点検診断施設区分
初回点検診断実施の有無
日常点検頻度

耐震強化施設

建設開始年度
建設終了年度
取得年度

事業費-総額（千円）
備考

【維持管理区分一覧】
区分名称
構造形式

主要取扱貨物名

設置者区分
設置者名
施設区分
特定技術基準対象施設
予防保全計画掲載対象施設

【施設諸元情報】
係留施設名

荷役能力-吊り上げ加重（ｔ）
荷役能力-1時間あたりの能力（t/時間）
荷姿名

管理者名

項目

【施設基本情報】
都道府県

施設ID
港湾名
港格

施設番号
施設名称
管理者区分

地区名
施設種類
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頁 行/図表番号 旧 新 

22 表-3.7 

 

 

開始年度
終了年度

総額
補助金額

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

マニュアル
独自基準

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

（西暦）
（月）

補修工事関連

補修予定
実施予定時期

予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）
実施時期

主な補修工事

対応の有無
対応の種類

次回予定

補修費用（千円）

履歴（前々回）

詳細定期点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

次回予定

実施時期

主な補修工事
補修費用（千円）

施設区分
一般定期点検頻度（年）
詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

実施時期

評価

対応の有無
対応の種類

一般定期点検診断

実施時期

評価

点検診断計画の有無

外周建設延長（ｍ）
機能保有延長（ｍ）
内護岸延長（ｍ）

計画処分量（ｍ3）

建設開始及び終了年度

事業費（千円）

備考
維持管理計画の有無

策定時期又は策定予定時期

天端高（ｍ）
消波工延長（ｍ）
主要用材
廃棄物の種類
計画処分面積（ｍ2）

管理者区分
管理者名
設置者区分
設置者
構造形式

施設名称

都道府県名
港湾名
施設コード
施設番号
追番

内容

補修工事関連

補修予定
実施予定時期（西暦）
予定している補修内容
補修予定費用（千円）

履歴（前回）

維持補修工事実施期間
補修工事内容
補修･改良工法
補修費用（千円）
新技術の活用

維持補修工事の概要

詳細定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

点検方法
施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

詳細定期点検頻度（年）
設計計算書、工事完成図書の有無
ライフサイクルコスト算定の有無

【点検診断】

点検診断関連

日常点検
実施の有無
点検方法

初回点検診断

点検実施日（西暦、月日）
点検方法

施設の性能低下度

対応の種類
対応の処理状況

一般定期点検診断

点検実施日（西暦、月日）

一般定期点検頻度（年）

整備期間
適用技術基準
延長
備考
港湾計画への位置づけ
策定時期又は策定予定時期
施設管理委託時期

点検診断施設区分
初回点検診断実施の有無
日常点検頻度

耐震強化施設

計画処分量（ｍ3）
建設開始年度
建設終了年度
事業費-総額（千円）
事業費-補助金額（千円）
備考

【維持管理区分一覧】
区分名称
構造形式

構造形式

外周建設延長（ｍ）

消波工延長（ｍ）

主要用材

計画処分面積（ｍ2）

機能保有延長（ｍ）
内護岸延長（ｍ）
天端高（ｍ）

廃棄物の種類

【施設諸元情報】

港格

施設番号
施設名称
管理者区分
管理者名
設置者区分
設置者
施設区分
特定技術基準対象施設
予防保全計画掲載対象施設

地区名
施設種類

項目

【施設基本情報】
都道府県

施設ID
港湾名
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頁 行/図表番号 旧 新 

24 様式 4.1 

年 月 日 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあつては、その代表者の氏名 

 

港湾管理者 印 

 

特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関する報告の徴収について 

 

 

 

港湾法第 56 条の 5 第 3 項の規定により、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し、次のと

おり報告を求めます。 

 

１ 対象施設 
 
 （別添で代えることができる） 
 
２ 報告項目 
 
 （別添で代えることができる） 
 
   
３ 報告期限 

 

 

〔備考〕 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A列 4 番とすること。 

年 月 日 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあつては、その代表者の氏名 

 

港湾管理者 

 

特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関する報告の徴収について 

 

 

 

港湾法第 56 条の 5 第 3 項の規定により、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し、次のと

おり報告を求めます。 

 

１ 対象施設 
 
  
 
２ 報告項目 
 
  維持管理情報データベースへの入力のとおり（別添で代えることもできる） 
 
   
３ 報告期限 

 

 

 

25 様式 4.2 

年 月 日 

 

港湾管理者 殿 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人   

にあつては、その代表者の氏名  印 

 

 

特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関する報告 

 

 

港湾法第 56 条の 5 第 3 項の規定により、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し、次のと

おり報告します。 

 

１ 対象施設 
 
 （別添で代えることができる） 
 
２ 報告項目 
 
 （別添で代えることができる） 

 

〔備考〕 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A列 4 番とすること。 

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

年 月 日 

 

港湾管理者 殿 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人   

にあつては、その代表者の氏名  印 

 

 

特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関する報告 

 

 

港湾法第 56 条の 5 第 3 項の規定により、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し、次のと

おり報告します。 

 

１ 対象施設 
 
 
 
２ 報告項目 

 
  維持管理情報データベースへの入力のとおり（別添で代えることもできる） 
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頁 行/図表番号 旧 新 

26 様式 4.3 

年 月 日 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあつては、その代表者の氏名  殿 

 

港湾管理者 印 

 

 

特定技術基準対象施設に関する必要な措置について（勧告） 

 

 

 

特定技術基準対象施設について、港湾法第 56 条の 2の 21 第 1 項の規定により、必要な措置を講ず

べきことを次のとおり勧告します。 

 

１ 対象施設 
 

 

２ 措置を講ずべき期限 
 
 
３ 講ずべき措置 
 
 

〔備考〕 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A列 4 番とすること。 

 

年 月 日 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあつては、その代表者の氏名  殿 

 

港湾管理者 

 

 

特定技術基準対象施設に関する必要な措置について（勧告） 

 

 

 

特定技術基準対象施設について、港湾法第 56 条の 2の 21 第 1 項の規定により、必要な措置を講ず

べきことを次のとおり勧告します。 

 

１ 対象施設 
 

 

２ 措置を講ずべき期限 
 
 
３ 講ずべき措置 

 

27 様式 4.4 

年 月 日 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあつては、その代表者の氏名  殿 

 

港湾管理者 印 

 

 

特定技術基準対象施設に関する必要な措置について（命令） 

 

 

港湾法第 56 条の 2の 21 第 1 項の規定により平成○○年○○月○○日に勧告しましたが、勧告に従

っていませんので、港湾法第 56 条の 2の 21 第 2項の規定により、必要な措置を講ずべきことを次の

とおり命令します。 

 

１ 対象施設 
 

 

２ 措置を講ずべき期限 
 
 
３ 講ずべき措置 

 

 

〔備考〕 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A列 4 番とすること。 

年 月 日 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあつては、その代表者の氏名  殿 

 

港湾管理者 

 

 

特定技術基準対象施設に関する必要な措置について（命令） 

 

 

港湾法第 56 条の 2の 21 第 1 項の規定により○○年○○月○○日に勧告しましたが、勧告に従って

いませんので、港湾法第 56 条の 2の 21 第 2項の規定により、必要な措置を講ずべきことを次のとお

り命令します。 

 

１ 対象施設 
 

 

２ 措置を講ずべき期限 
 
 
３ 講ずべき措置 
 

 


